


 

入札参加資格取消の概要 
 

１．入札参加資格取消対象業者及び措置内容 

商号又は名称 

許可番号 
代表者氏名 住 所 措置内容 

(有)大田技建工業 

島根県知事許可 第６３２４号 
石橋 真弓 

島根県大田市 

仁摩町仁万５７２－２ 

令和４～６年度島根県建設工

事等入札参加資格の取消 

(有)石橋工務所 

島根県知事許可 第４０６２号 
森田 憲幸 

島根県大田市 

仁摩町仁万５６９－１ 

令和４～６年度島根県建設工

事等入札参加資格の取消 

 

 

２．事実概要 

  (有)大田技建工業及び(有)石橋工務所は人的関係があるにも関わらず、入札参加資格申請時の

提出書類にその旨を記載せず申請を行った。 

  また、入札時の提出書類にも人的関係がある旨を記載せず、同一入札に参加していた。 

 

 

３．取消しの理由等 

  (有)大田技建工業及び(有)石橋工務所が虚偽の申請を行ったことは、「島根県建設工事請負契

約競争入札参加資格審査要綱」第３条（７）の競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満た

さなくなったため、入札参加資格の取消を行う。 

 



建設業法に基づく監督処分の概要 
 

１．処分を受けた建設業者に関する事項               監督処分庁 島 根 県  

商号又は名称 有限会社大田技建工業 代表者氏名 石橋 真弓 

主たる営業所 

の 所 在 地 
島根県大田市仁摩町仁万５７２－２ 

許 可 番 号 
島根県知事許可 

第６３２４号 

許可を受けている 

建 設 業 の 種 類 
土、と 

 

商号又は名称 有限会社石橋工務所 代表者氏名 森田 憲幸 

主たる営業所 

の 所 在 地 
島根県大田市仁摩町仁万５６９－１ 

許 可 番 号 
島根県知事許可 

第４０６２号 

許可を受けている 

建 設 業 の 種 類 
土、と、舗、しゅ、水 

 

２．処分に関する事項 

 処分年月日  令和６年７月１日  処分を行った者 島根県知事 

 根 拠 法 令  建設業法第２８条第３項（同条第１項第２号該当） 

処分の内容 

建設業法第２８条第３項に基づく営業の停止 

１ 停止を命ずる営業の範囲 

（１）有限会社大田技研工業 

建設業に関するすべての営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の

交付を受けているもの 

  （２）有限会社石橋工務所 

    土木一式工事業、とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事

であって補助金等の交付を受けているもの 

（注１）「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第一

に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第

１４号）第１８条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第２条第２項に規定する

特定事業に係る建設工事をいう。 

（注２）「民間工事」とは、上記（注１）以外の建設工事をいう。 

（注３）「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律

第１７９号）第２条第１項に規定する補助金等及び同条第４項に規定する間接補助金等並び

に地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 

２ 期間 

令和６年７月２日から令和６年７月１６日までの１５日間 

処分の原因となった事実 建設業法第２８条第１項第２号（公共工事に係る不正行為） 

入札参加資格申請時及び入札参加時に提出した「業態調書」に虚偽の記載をした。 

このことが、建設業法第２８条第１項第２号に該当すると認められる。  

その 他参考となる 事項  

 


